
保険者における後発医薬品の推進
について

資料２



１．検討の趣旨
２．現状の取り組みについて
３．今後の議論の進め方について



日 本 健 康 会 議
◆ 経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが手を携え、健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図る
ことを目的として、自治体や企業、保険者における先進的な予防・健康づくりの取組を全国に広げるため、
民間主導の活動体である「日本健康会議」を2015年７月10日に発足。

◆ 自治体や企業・保険者における先進的な取組を横展開するため、2020年までの数値目標（KPI）を入れた
「健康なまち・職場づくり宣言2020」を採択。

◆ この目標を着実に達成するため、
①取組ごとにワーキンググループを設置し、厚労省・経産省も協力して具体的な推進方策を検討し、
ボトルネックの解消や好事例の拡大を行う。

②「日本健康会議 ポータルサイト」を開設し、例えば、地域別や業界別などの形で取組状況を
「見える化」し、競争を促す。

日時：2015年7月10日（金）11:45－12:35
会場：ベルサール東京日本橋
人数：報道メディア、保険者、関係者など、計1,000名程度
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(参考)第二部 先進事例の取組紹介（13:00－15:00）
・津下一代（あいち健康の森健康科学総合センター長）・西川太一郎（東京都荒川区長）・向井一誠（協会けんぽ広島支部長）
・谷村遵子（三菱電機健康保険組合）・南場智子（株式会社ディー・エヌ・エー 取締役会長）

１． 趣旨説明 日本商工会議所 （会頭 三村 明夫）

２． キーノートスピーチ 東北大学大学院
医学系研究科

（教授 辻 一郎 ）

３． メンバー紹介

４． ｢健康なまち・職場
づくり宣言２０２０｣

健康保険組合
連合会

（会長 大塚 陸毅）

５． 今後の活動について 日本医師会 （会長 横倉 義武）

６． 来賓挨拶 厚生労働省 （大臣 塩崎 恭久）

（総理挨拶） （官房副長官 加藤 勝信）

７． フォトセッション
日本健康会議の様子



日本経済団体連合会 会長 榊原 定征

日本商工会議所 会頭 三村 明夫

経済同友会 代表幹事 小林 喜光

全国商工会連合会 会長 石澤 義文

全国中小企業団体中央会 会長 大村 功作

日本労働組合総連合会 会長 古賀 伸明

健康保険組合連合会 会長 大塚 陸毅

全国健康保険協会 理事長 小林 剛

全国国民健康保険組合協会 会長 真野 章

国民健康保険中央会 会長 岡﨑 誠也

全国後期高齢者医療広域連合協議会 会長 横尾 俊彦

全国知事会 会長 山田 啓二

全国市長会 会長 森 民夫

全国町村会 会長 藤原 忠彦

日本医師会 会長 横倉 義武

日本歯科医師会 会長 髙木 幹正

日本薬剤師会 会長 山本 信夫

日本看護協会 会長 坂本 すが

日本栄養士会 会長 小松 龍史

チーム医療推進協議会 代表 半田 一登

住友商事 相談役 岡 素之

自治医科大学 学長 永井 良三

東北大学大学院医学系研究科 教授 辻 一郎

あいち健康の森健康科学総合センター センター長 津下 一代

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 教授 森山 美知子

千葉大学予防医学センター 教授 近藤 克則

京都大学産官学連携本部 客員教授 宮田 俊男

日本糖尿病学会 理事長 門脇 孝

東京都荒川区 区長 西川 太一郎

読売新聞グループ本社 取締役最高顧問 老川 祥一

テレビ東京 相談役 島田 昌幸

共同通信社 社長 福山 正喜
○事務局は、実行委員会方式で運営（事務局長：渡辺俊介 元日経新聞論説委員）

日本健康会議
実行委員

全３２名 3
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宣言（ＫＰＩ）を達成するためのワーキンググループ

１）ヘルスケアポイント等情報提供WG

２）重症化予防（国保・後期広域）WG

３）健康経営500社WG

４）中小１万社健康宣言WG

５）保険者データ管理・セキュリティWG

６）保険者向け委託事業者導入ガイドラインWG

７）保険者からのヘルスケア事業者情報の収集・分析WG

８）保険者における後発医薬品推進WG

９）ソーシャルキャピタル・生涯就労支援システムWG
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品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が後発医薬品
の利用勧奨など、使用割合を高める取り組みを行う。

＜全体＞
○ 日本健康会議の宣言８を達成するため、保険者による後発医薬品の使用促進
方策について検討する。

＜実態把握と具体的な方策の検討＞
○ そのためにはまず、保険者による取組の実態を把握することからはじめ、保
険者の取組をより実効性のあるものとするための具体的な方策を検討する。
※ 適宜、保険者や民間事業者からのヒアリングも行う予定

＜進捗管理＞
○ 宣言に該当する保険者の要件定義を行い、毎年度、取組を行っている保険者
の数や、保険者ごとの後発医薬品の使用割合について進捗管理を行い、2020
年に全保険者が後発品の使用促進の取組を行うことを目指していく。

ワーキンググループ（ＷＧ）による取組の推進

保険者における後発医薬品推進WGの趣旨
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日本健康会議ポータルサイト日本健康会議ポータルサイト データヘルスポータルサイトデータヘルスポータルサイト

日本健康会議のＨＰにおいて、

健康なまち・職場づくり宣言２０２０で、

宣言ごとに、取組を実施している保険者等と

先進的な取組を可視化。

医療保険者のデータヘルスの取組を支
援するポータルサイトを開設。

【イメージ図】

データヘルスポータルサイト

保険者協議会ログ
イン

ヘルスケア開催

【｢データヘルスポータルサイト｣イメージ図】

○ 医療保険者と地方自治体や企業、大学等が
保健事業を通じて連携を促進するための
仕組みづくりとして、保健事業のプラット
フォームを構築

○ 各医療保険者が実施する効果的な保健事業の
情報発信を行う場を提供
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宣言の達成状況の可視化（カウント）

日
本
健
康
会
議
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
へ
反
映
（
２
０
１
６
年
７
月
下
旬
）

Ｗ
Ｇ
で
精
査

○ 本年は、まず保険者に対する抽
出調査により実態把握を行い、宣
言の要件定義をＷＧで議論してい
く。
○ その上で、保険者の取組の全数
調査を行い、「見える化」を行う。

（注）来年以降も、毎年４月に実施状況把握し、毎年
７月に状況公表することを予定。

■宣言に即した取組のカウントフロー
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１．検討の趣旨
２．現状の取り組みについて
３．今後の議論の進め方について



保険者種別ごとの後発医薬品使用状況

制度別分析

総数

医療保険適用計

公費被用者保険計 国民健康保険計
後期高
齢者協会一

般
共済組
合

健保組
合

市町村
国保

国保組
合

実
数

数量ベース（新指標） 58.4 58.1 60.0 60.3 59.0 59.8 59.7 59.8 58.0 55.4 62.9

対
前
年
差

数量ベース（新指標） 7.2 7.1 6.9 7.1 7.2 6.7 7.2 7.2 6.5 7.2 8.4

平成27年3月
（単位：％）

注1）保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したもの。（出典：「最近の調剤医療費（電算処理
分）の動向」）

注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。
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17.4 17.6 17.2 17.3 17.7 17.9 18.4 18.5 
19.3 

21.6 

22.3 22.2 22.7 23.0 22.9 22.9 23.1 23.1 23.4 23.7 24.2 

27.6 28.5 28.7 29.3 29.5 29.9 30.1 30.3 30.7 31.2 31.6 
32.8 

35.2 35.9 36.5 37.4 37.7 38.1 38.0 

18.2 18.3 18.1 18.3 18.5 18.7 19.0 19.0 
19.6 

21.8 

22.3 22.2 22.5 22.8 22.7 22.9 23.1 23.2 23.4 23.7 24.1 

27.3 28.1 28.5 28.9 29.1 29.5 29.9 30.1 30.6 31.0 31.5 
32.4 

35.0 35.9 36.7 

48.7 48.3 49.1 49.9 50.8 
52.6 

56.0 
57.1 57.6 

58.6 
59.9 60.5 60.3 

46.5 45.9 46.8 
47.8 48.6 

50.1 

53.8 
55.1 55.6 

協会けんぽ（一般）

旧指標

医療保険計

旧指標

協会けんぽ（一般）

新指標

医療保険計

新指標
（%）

▲

H20年10月
協会設立

21年度
約145万人
差額通知

22年度
約55万人
差額通知

23年度
約105万人
差額通知

（2回目通知も実施）

24年度
約123万人
差額通知

（2回目通知も実施）

約70億円 約17億円 約39億円 約48億円

ジェネリック差額通知により6年間で
約415億円 の医療費削減に成功

注1．協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。
注2．「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3．「新指標」とは、〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）で算出。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による速報値である。
注4．「旧指標」とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を

除外している。
注5．医療保険計（公費負担医療を含む）は、厚生労働省調べ。

注6．後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

ジェネリック医薬品の使用割合

ジェネリック医薬品の使用促進

◆協会けんぽ加入者のジェネリック使用割合は、平成27年3月時点で
38.0%（旧指標）・60.4%（新指標）。 医療保険全体の使用割合と比べ
ても高い水準。

◆設立以降「ジェネリック医薬品軽減額通知」を実施。通知した加入者
のおおむね４人に１人がジェネリック医薬品へ切り替え実施。
これまでの財政効果額は約415億円（単純推計ベース）。

◆各支部では、医療関係者や地方自治体との共同でジェネリック医薬
品の使用促進に関するセミナーを開催するなど
地域の実情に応じた使用促進策を実施。

26年度
約329万人
差額通知
（2回目通知
も実施）

約158億円

25年度
約184万人
差額通知

（2回目通知も実施）

約83億円
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平成27年５月29日歳出改革ＷＧ重要課題検証
サブ・グループ健保連提出資料

健保組合
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平成27年５月29日歳出改革ＷＧ重要課題検証
サブ・グループ健保連提出資料

健保組合
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１．ジェネリック医薬品利用差額通知書の送付

２．平成26年12月以降、差額通知書を送付した被保険者がジェネリック医薬品に切り替えたことによる削減効果

額等を保険者が把握するためのシステムが順次稼働。

３．ジェネリック医薬品希望カード、ジェネリック医薬品希望シール等の配布

４．被保険者からの問い合わせへの対応のためのコールセンターを設置（平成23年10月より実施）

○ 取組内容

○ 差額通知書送付実績（市町村国保）

保険者数 実施保険者数 実施件数

26年度 1,716 1,503（87.6％） 407万件

25年度 1,717 1,362（79.3％） 372万件

24年度 1,717 1,131（65.9％） 290万件

23年度 1,717 496（28.9％） 128万件

22年度 1,722 213(12.4％) 48万件

（出所）「国民健康保険事業の実施状況報告」（国民健康保険課）
※実施件数は延べ件数

ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取組（国民健康保険）
国保
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平成27年10月６日第２回健康増進・予防サービス
プラットフォーム呉市提出資料

国保（呉市）
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ジェネリック医薬品使用促進通知

【通知書の見本：表面】

【通知書の見本：裏面】

平成27年10月６日第２回健康増進・予防サービス
プラットフォーム呉市提出資料

国保（呉市）
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１．ジェネリック医薬品利用差額通知書の送付

２．ジェネリック医薬品希望カード、ジェネリック医薬品希望シール等の配布

３．平成26年12月以降、差額通知書を送付した被保険者がジェネリック医薬品に切り替えたことによる削減効果

額等を保険者が把握するためのシステムが順次稼働。

４．被保険者からの問い合わせへの対応のためのコールセンターを設置

※ これらの経費の一部に対し国庫補助を実施。

○ 取組内容

○ 取組実績（後期高齢者医療広域連合）

差額通知送付実績 希望カード・シール配付実績

実施広域連合数 実施件数 実施広域連合数

26年度 46（97.9％） 約212万件 47（100％）

25年度 43（91.5％） 約189万件 47（100％）

24年度 34（72.3％） 約131万件 47（100％）

23年度 19（40.4％） 約86万件 46（97.9％）

22年度 2(4.3％) - 41（87.2％）
※実施件数は延べ件数

ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取組（後期高齢者医療）
後期
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後発医薬品の使用促進を図るために、保険者が実施する後発医薬品利用差額通知の送付、後発医薬品希望シール・カードの作成及び配付、後発医薬
品の普及・啓発に係るリーフレット等の作成等。
※経済財政運営と改革の基本方針2015
後発医薬品の数量シェアの目標値は、平成29年央に70%以上、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80％以上に引き上げ。

○後発医薬品利用差額通知
・後発医薬品への切り替えを促進するため、後発医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担軽減額を通知

○後発医薬品希望シール・カード
・後発医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするため｢希望シール｣又は「カード｣を作成し、被保険者へ配布又は市町村窓口に設置

【参考（実施広域連合数）】

事業概要

（公的サービスの産業化）

民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業による健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、
重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国展開する。

保険者

被保険者

医療機関

処方箋

薬局国保連合会・支払基金

※削減効果の高い被保険者を抽出

（例）減額効果が１回あたり２００円以上あ
り、かつ慢性疾患被保険者等

通知書

⑦差額通知の郵送
①受診

③審査・支払

④請求・支払

⑤レセプトデータの提供

⑥
対象者の抽出※
差額通知の作成

⑧効果検証データ

経済財政運営と改革の基本方針２０１５（平成27年６月30日閣議決定）

②処方レセプ
ト

レセプ
ト

国保連合会・専門業者

○後発医薬品の使用促進
平成28年度予算案 ２．５億円
（平成27年度予算：２．４億円）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（見込み）

後発医薬品希望カードの配布 ６（13%） ２８（60%） ４１（87%） ４６（98%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%）

後発医薬品利用差額通知の送付 １（2%） １（2%） ２（4%） １９（40%） ３４（72%） ４３（91%） ４６（98%） 18



保険者数
（平成26年度）

加入者数
（平成26年度）

実施状況（上段：実施保険者数、下段は通知発送通数）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市町村国保 1,716 約3,400万人 －
213（36％）
約48万通

496（29％）
約128万通

1,131（66％）
約290万通

1,362（79％）
約372万通

1,503（88％）
約407万通

国保組合 １６４ 約300万人 －
14（9％）
約2万通

38（23％）
約6万通

67（41％）
約14万通

75（46％）
約17万通

88（54％）
約17万通

後期高齢者
医療広域連合 ４７ 約1,600万人 1（2％） 2（4％）

19（40％）
約86万通

34（72％）
約131万通

43（91％）
約189万通

46（98％）
約212万通

協会けんぽ １ 約3,600万人
１（100％）
約145万通

１（100％）
約55万通

１（100％）
約105万通

１（100％）
約123万通

１（100％）
約184万通

１（100％）
約330万通

健保組合 1,419 約2,900万人 １７０（12％） 調査未実施 542（38％） 697（49%） 734(52%) －

ジェネリック医薬品差額通知事業の実施状況

※通知発送通数は、延べ通知数
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保険者
種別

健康保険組合
・共済組合

協会けんぽ 国保（都道府県
・市町村）

国保組合 後期高齢者医療
広域連合

手法 後期高齢者支援金の
加算・減算制度の見直し

各支部の取組等を

都道府県単位保険料
率に反映

保険者努力支援制度を
創設

各国保組合の取組等を
特別調整補助金に反映

各広域連合の取組等
を特別調整交付金に
反映

指標 保険者種別共通の項目を設定
（各項目の具体的な基準や、保険者種別の特性を踏まえて追加する項目は保険者種別毎に設定）

保険者に対する予防・健康づくり等のインセンティブの見直しについて

保険者
種別

健康保険組合
・共済組合

協会けんぽ 国保（市町村） 国保組合

手法 後期高齢者支援金の加算・減算制度

指標 特定健診・保健指導の実施率

後期高齢者医療
広域連合

なし

〈見直し後（平成30年度～）〉

〈現行（～平成29年度）〉

○ 現行の保険者に対する予防・健康づくり等への取組へのインセンティブとしては、後期高齢者支援金の加算・減算制度があ
り、特定健診・特定保健指導の実施率の指標としているところ。

○ 現行制度については、単一の指標による評価であることに加え、保険者の規模や保険者種別などの状況が異なるにもかか
わらず、一律の比較となっていること等の課題があることを踏まえ、①複数指標により評価する、②保険者種別毎のそれぞれ
独自のインセンティブ制度とする、等の見直しを検討。

○ なお、指標の設定に当たっては、以下の附帯決議に留意する必要がある。

◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

参議院厚生労働委員会

一、国民健康保険について

５ 保険者努力支援制度の実施に当たっては、保険者の努力が報われ、医療費適正化に向けた取組等が推進されるよう、綿密なデータ収集に
基づく適正かつ客観的な指標の策定に取り組むこと。 20



今後の保険者における予防・健康づくり等の取組の推進に当たって共通的に評価する指標

○ 保険者による健診・保健指導等に関する検討会において、保険者種別の特性も踏まえつつ、保険者種別を超えて推進す
べき取組について議論をし、以下の６つを保険者へのインセンティブ制度の共通指標として盛り込むことが適当とされた。

○ その結果を踏まえ、今後、保険者種別ごとに具体的なインセンティブの指標や制度の詳細について検討を行っていく。（今
年度中を目途に関係者による検討会に報告予定。）

【指標①】特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率
○ 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率、健診未受診者・保健指導未利用者対策

【指標②】特定健診に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等の取組の実施状況

○ がん検診や歯科健診などの 検（健）診の実施、健診結果等に基づく受診勧奨や精密検査の必要な者に対する働きかけ、歯科のリ
スク保有者への保健指導等の取組の実施状況

【指標③】糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況

○ 糖尿病等の治療中断者への働きかけや、治療中の加入者に対して医療機関等と連携して重症化を予防するための保健指導等を実施
する取組

【指標④】広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況

○ ICT等を活用して本人に分かりやすく健診結果の情報提供を行うことや、ヘルスケアポイント等による予防・健康づくりへのイン
センティブ付与の取組など、加入者の主体的な健康づくりに対する保険者の働きかけの取組

ア 予防・健康づくりに係る指標

【指標⑤】加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況

○ 地域の医療関係者等との連携の下、重複頻回受診者、重複服薬・多剤投与と思われる者への訪問指導 の実施や、訪問による残薬
確認・指導等の取組

【指標⑥】後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況
○ 後発医薬品差額通知の実施や後発医薬品の希望カードの配付など、実施により加入者の後発医薬品の使用を定着・習慣化させ、そ
の後の後発医薬品の継続使用に資するものについて、指標として位置付けていくことが適当。
○ なお、その際、例えば、差額通知について、後発医薬品に切り替えることで薬剤費以外の費用も発生することを併せて記載するな
ど、通知の文面の在り方に留意する必要。
○ 具体的な評価基準としては、加入者に対する取組の実施割合、後発医薬品の使用割合・伸び率等としていくことが考えられる。
※後発医薬品の使用割合・伸び率について、後発医薬品の使用は、患者の行動だけでなく、医師・薬剤師の対応に依存する部分も大き
いことに留意が必要。また、すでに取組が進められている保険者ほど不利にならないような工夫が必要。

イ 医療の効率的な提供への働きかけに係る指標
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１．検討の趣旨
２．現状の取り組みについて
３．今後の議論の進め方について



論点

１．保険者における取組の実態把握に当たり、どのような内容を調査項目

とすべきか。

２．「後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高める取組」とは具体的に

どのような取組と評価するか。

・現状でも差額通知の送付などは多くの保険者において行われているが、どのような対象者に対して、どの
ような様式・配布方法等とするのがより効果的なのか。 等

３．使用割合を高める取組を横展開するための推進方策として、どのよう
な方策があるか。（そのための好事例集を作成することも検討）

・取組の推進に当たってボトルネックとなっているものはなにか。それを解消するために何が必要か。

・例えば、医療関係者等と協力するなど、より効果的な推進方策があるのではないか。

・現在は数量シェアは把握可能となっているが、例えば、後発品に置き換えた場合の効果額などを把握する
ことができれば保険者が取り組むインセンティブになるのではないか。

・例えば、保険者ごとに後発医薬品の置換えが進んでいない薬剤を「見える化」し、ターゲットを明確化する
ことも考えるべきか。 等
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実態把握アンケートの実施について（案）①

１．アンケート調査の目的

○ 本アンケート調査は、日本健康会議の宣言８を満たすための要件定義や保険者における推進方策の検討
（論点の２及び３の検討）を行うための検討材料を得ることを目的として実施する。

２．アンケート調査の対象保険者

○ 今後の検討スケジュールも考慮し、保険者種別や保険者の規模等を考慮した抽出調査として実施する。

※ 全ての保険者を対象とした統一的な調査は、別途、日本健康会議の他の宣言の達成状況も併せ、本年
４月頃を目途に実施予定。

○ 対象とする保険者としては以下のとおりとしてはどうか。

・健保組合 ：総合型・単一型について１０～２０カ所程度

・協会けんぽ：全支部

・市町村国保：人口規模別（大規模・中規模・小規模）にそれぞれ５～１０カ所程度

・後期高齢者医療広域連合：全広域連合

・共済組合 ：国共・地共・私学について５～１０カ所程度

※ 全体で１００～２００保険者程度

※ （協会けんぽ・広域連合以外の保険者種別で）どの保険者を対象とするかについては、各保険者団体と
相談しながら決める。
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実態把握アンケートの実施について（案）②

３．アンケート調査項目

①基本情報

・加入者数、財政状況、被扶養者割合、後発医薬品使用割合 等

②取組内容

・後発医薬品の使用促進のための取組の実施状況

ア）後発医薬品希望カード・シールの配布・・・様式、配布頻度・時期、対象者、委託状況

イ）差額通知・・・様式、発出頻度、対象者の要件、切り替え効果額の計算方法、委託状況、委託費（事業費）

ウ）周知・広報・・・様式、媒体（ポスター、リーフレット、広報誌等）、掲載場所・配布方法、配布対象、委託状況

エ）その他

・効果検証の実施の有無、実施方法

・効果検証の結果の次期事業への反映状況（事業の中止も含む。）

・取組の開始時期、開始のきっかけ

・今後、実施を検討している取組

③その他

・データヘルス計画に後発医薬品の使用促進の取組を盛り込んでいるか

・後発医薬品の使用促進に向けた各保険者における課題
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議論の進め方（案）

第１回（１月１５日） 今後の議論の進め方について

実態把握アンケート調査について（論点１）

第２回（２月予定） 保険者に対するヒアリング（保険者種別を考慮し３～５保険者程度）
※いずれの団体にヒアリングするかどうかは各保険者団体と調整

第３回（３月末～４月初旬） 実態把握アンケート調査結果及びヒアリング結果（報告）

日本健康会議の宣言８に係る要件定義について（論点２）

取組の推進方策について（論点３）

以降、必要に応じて、会議を開催しつつ、本年夏頃を目途に検討の取りまとめを行う。
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後発医薬品の地域差

○ 都道府県別、新指標による後発医薬品割合（数量ベース）

（％）

※「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載さ
れる先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
（出典） 「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向平成27年3月号」（厚生労働省保険局調査課）
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【箱ひげ図の見方】

各都道府県における、市町村別にみた後発医薬品割合の分布状況を示している。
後発医薬品割合が最も高かった沖縄県は、中央値が高く、ばらつきも小さい。

（注1）保険請求のあった薬局の所在地を示している。（平成27年3月調剤分）
（注2）各市町村において、保険請求のあった薬局が3軒以下の地域は除外している。
（注3）長方形の下側の辺は第１四分位数、上側の辺は第３四分位数、中央の線は中央値、ひげの両端が最大値、最小値である。
（注4）後発医薬品割合は数量ベース（新指標）を用いている。

（出典）「調剤医療費（電算処理分）の動向～平成26年度版～」（厚生労働省保険局調査課）

市町村別後発医薬品割合①

○ 後発医薬品割合の都道府県別分布状況
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（注1）保険請求のあった薬局の所在地を示している。（平成27年3月調剤分）
（注2）空白となっている地域は、当該月において保険請求のあった薬局数が3軒以下の市町村である。
（注3）後発医薬品割合は数量ベース（新指標）を用いている。

（出典）「調剤医療費（電算処理分）の動向～平成26年度版～」（厚生労働省保険局調査課）

市町村別後発医薬品割合②

○ 市町村別後発医薬品割合マップ
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